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持続化補助金に新たな特別枠
インボイス相談費用もＯＫ
ユニバーサル社の勝訴確定
追徴課税58億円取り消し
インボイス登録しない事業者
消費税相当額の請求は…？
最高裁　納税者の上告を棄却
国税の「伝家の宝刀」追認
小規模宅地等の特例適用
最近のトラブル事情を探る
大切な財産や生活を守る！
家族信託が注目される理由
スマホには様々な情報が…
「デジタル終活」のススメ

12022年・春号　

　平成31年度税制改正大綱において「資産移転
の時期の選択に中立的な税制の構築」が課題と
して取り上げられて以来、相続税と贈与税の一体
化の行方に注目が集まっている。令和4年度税制
改正大綱では、具体的な改正案は見られなかっ
たが、相続税や贈与税が抱える課題や格差の固
定化に対する懸念が明確に示されており、見直し
に向けて「待ったなし」の状況となってきた。

相続・贈与税一体化の行方

おかげさまで創立50周年

生前贈与はどう変わる!?

　暦年課税は、１月１日から12月31日までの

１年間に財産の贈与を受け、その合計額が基

礎控除額である110万円を超える場合、その

超えた部分に贈与税が課税される。この基礎

控除額の範囲内で行われる生前贈与は、相続

財産を減らす代表的な手法として広く利用さ

れている。

　一方、富裕層を中心に110万円を超える金

額を毎年贈与している人も少なくない。令和2

年11月の政府税制調査会の資料によると、平

成30年分における暦年課税の申告件数は37万

４千件、贈与財産額は1兆5000億円。このう

ち取得財産価額が150万円以下は約13万人、

400万円以下は約12万人となっており、700

万円以下のもの（限界税率：10％～20％）が

92％を占めている。また、贈与額が400万円

以上の場合は翌年以降も複数年にわたって連

続して贈与を行っているケースが多く、受贈

者の年齢層が低いほどその割合は高い。

　

相続税・贈与税が抱える問題
資産移転時期に中立的とは？

　暦年課税は、原則として１年ごとに贈与税

が計算され、相続前３年間の贈与のみ相続財

産額に加算して相続税が課税される。そのた

め、長期間にわたって財産を小分けに贈与す

れば、相続のみで全財産を移転した時よりも

税負担を減少させることが可能となり、「資

産移転の時期に中立的ではない」との指摘が

あった。

　これに対し、相続税精算課税制度を選択し

た場合は、生前贈与と相続の税負担は一定と

なるため、「資産移転の時期に中立的」とい

えるが、相続時精算課税による課税件数・贈

与額は減少傾向にあり、暦年課税を選択する

人が圧倒的に多いのが実情だ。

高齢世代の資産蓄積が顕著
若年世代に資産が移転せず

　相続税と贈与税の一体化が議論されている

のは、制度的な問題のほかに、高齢者が保有

する資産を若手世代にいかに早期移転させる

かという重要なテーマがある。これが実現す

れば、経済の活性化も期待できるが、税制調

査会の資料によると、この25年間で60歳代

以上の金融資産の保有割合はほぼ倍増してお

り、足元では個人金融資産約1700兆円のう

ち、60歳代以上が約６割、約1000兆円の資

産を保有している。

　令和3年度税制改正大綱では、贈与税につ

いて「現在の税率構造では、富裕層による財

産の分割贈与を通じた負担回避を防止するに

は限界がある」ことを指摘。そして、「諸外

国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税を

より一体的に捉えて課税する観点から、現行

の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり

方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留

意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な

税制の構築に向けて、本格的な検討を進め

る」ことが示された。

　これを受けて、各種メディアでも相続税・

贈与税の一体化をテーマにした内容が取り上

げられ、相続税の課税対象となる贈与財産の

持ち戻し期間を、現状の相続開始前３年以内

から、５年以内、10年以内、15年以内と延長

する案や、暦年課税制度を廃止して相続時精

算課税制度に一本化する案など、様々な見方

が飛び交った。

　令和4年度税制改正大綱では、具体的な改

正案が示されるのではないかと注目を集めた

が、前年度と同様、「本格的な検討を進め

る」という表現に止まった。しかし、「相当

に高額な相続財産を有する層にとっては、財

産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回

避しながら多額の財産を移転することが可能

となっている」、「高齢世代の資産が、適切

な負担を伴うことなく世代を超えて引き継が

れることとなれば、格差の固定化につながり

かねない」という危機感が示され、見直しの

姿勢に変わりはないことがうかがえる。

贈与税の非課税措置については
不断の見直しを行っていく構え

　

　また、「経済対策として現在講じられてい

る贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内で

家族内における資産の移転に対して何らの税

負担も求めない制度となっていることから、

そのあり方について、格差の固定化防止等の

観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必

要がある」としており、まずは住宅取得資金

に係る贈与税の非課税措置について適用期限

を2023年12月まで２年延長する一方、非課

税限度額が最大1500万円から最大1000万円

に縮小された。

　なお、日本税理士会連合会の税制審議会が

さきごろ取りまとめた令和３年度諮問事項

「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・

贈与税のあり方について」の検討結果を見る

と、「新たな累積課税制度を措置する必要は

なく、現行の相続時精算課税制度を基礎とし

て贈与税制を検討することが適当である」、

「相続時精算課税制度が広く利用されていな

いのは、制度上の問題点と納税者からみた課

税上のリスクがあるためであると考えられる。

したがって、同制度を活用して相続税と贈与

税の一体化を図るのであれば、現行制度の問

題点を検証し、適用上のリスクと納税者の不

利益を排除する必要がある」としている。
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　老後の生活費として、これま

で公的年金が大きな支えに

なっていましたが、近年は年金

財政の悪化が問題視され、老

後の生活に不安を感じている

人も少なくありません。そこ

で、先行きが不安な公的年金

を補完する制度として注目を

集めているのが、税理士業界

の規模のメリットを活かした全

国税理士共栄会（秋場良司会

長）の『全税共年金』です。

　全税共年金は、月々1万円か
ら将来の備えができる独自の

拠出型企業年金保険です。加

入者本人が掛金を拠出して、

将来年金あるいは一時金として

受け取るシステムで、「税理士の

関与先である中小企業や個人事

業の経営者、役員、従業員などが

自助努力によって豊かな老後を

築くことが出来るように…」とい

う思いから創設されました。

　全税共年金の特長は、まず、生

活設計に合わせて掛金を自由に

設定できるため、無理なく無駄な

く将来の設計ができます。月払い

（1口5千円で2口以上40口ま
で）と一括払い（1口10万円以上
（任意）。ただし、1回の加入に
つき200口、通算で400口まで。
一括払のみの加入はできませ

ん）を上手く組合せることで、よ

り計画的な資産形成をすること

が可能です。なお、掛金は加入後

に変更することができます。

　年金の受取方法は、給付金の請

求時に①10年確定年金、②15年
確定年金、③10年保証期間付終
身年金――の3種類から選択する
ことが可能です。年金に代えて一

時金でも受け取ることができま

す。掛金払込期間中に加入者が亡

くなった場合には、死亡日時点の

積立金に遺族年金特約による給付

金（月払掛金の5回分）を加算し
た遺族一時金が支払われます。

　掛金の増減や受取方法等で、

自由度の高さが魅力の全税共

年金。1986年の発足以来、長
年の実績と安定的な運用に、

税理士先生をはじめ、関与先

である経営者や個人事業主な

どから厚い信頼が寄せられて

います。

　豊かでゆとりのある老後を

過ごすためには、健康を維持

するのも大切ですが、経済的

な基盤をしっかりさせておくこ

とも重要といえます。早めの備

えで、早めの安心を――。全税

共年金の詳細につきましては、

全国税理士共栄会のホーム

ページをご覧ください。

　小規模事業者の新たな取組みを

資金面から支援する小規模事業者

持続化補助金（持続化補助金）。

　これは、小規模事業者が自社の

経営を見直し、自らが持続的な経

営に向けた経営計画を作成した

上で行う販路開拓や生産性向上

の取組みを支援する制度。補助金

の対象者は、商業・サービス業

（宿泊業・娯楽業除く）が常時使

用する従業員の数が5人以下、宿
泊業・娯楽業および製造業その他

が常時使用する従業員の数が20
人以下となっている。

　2022年3月29日から始まった
第8回の公募では、特別枠が新設
され、その中にインボイス枠が盛

り込まれた。インボイス枠では、

免税事業者であった小規模事業

者が、新たにインボイス発行事業

者として登録し、販路開拓に取り

組むことを支援する。申請要件

は、2021年9月30日から2023
年9月30日の属する課税期間で
一度でも免税事業者であった、ま

たは免税事業者であることが見

込まれる事業者のうち、インボイ

ス（適格請求書）発行事業者の登

録が確認できた事業者であるこ

と。ただし、補助事業の終了時点

　平成30年度税制改正で、相続
による土地の所有権の移転の登

記について登録免許税の免税措

置が設けられた。免税措置の適用

期限は、令和3年度税制改正によ
り令和4年3月31日までとされて
いたが、令和4年度税制改正に
よって令和4年4月1日から令和7
年3月31日まで３年延長された。
　対象となるのは、①相続により

土地を取得した人が相続登記を

しないで死亡した場合の相続登

記、②不動産の価額が100万円以
下の土地にかかる相続登記。

　①は、個人が相続（相続人に

対する遺贈も含む）により土地

の所有権を取得し、その土地の

所有権の移転の登記を受ける前

に死亡したときは、令和７年３月

31日までの間に当該個人を土地

の所有権の登記名義人とするた

めに受ける登記については、登録

免許税を課さないというもの。

　②は、少額の土地を相続によ

り取得した場合の登録免許税の

免税措置として、適用対象となる

不動産の価額は10万円以下とさ
れていたが、令和4年度税制改正
により、不動産の価額が10万円
以下から100万円以下に引き上
げられた。また、適用対象は市街

化区域外の土地に限られていた

が、市街化区域内の土地も対象

とされたことで、適用対象が全国

の土地に拡充された。

　現在、法務省では、不動産登記

推進イメージキャラクター「トウ

キツネ」を使用したポスターやパ

ンフレットを作成して免税措置の

周知を図っている。

　財産評価基本通達６の適用を

めぐる裁判で、最高裁が弁論を

再開した上告審判決が注目され

ていたが（5面参照）、それとは
別の評価通達6をめぐる争いにつ
いても、最高裁が納税者からの

上告を棄却していたことが分

かった。

　この事案は、相続直前に15億
円の賃貸住宅をフルローンで購

入して相続税対策を行い、財産

評価基本通達に基づき約4億7千
万円と評価して申告したところ、

税務署から賃貸住宅の鑑定評価

額10億4千万円との間に大きな
乖離があり、「特別な事情があ

る」と認められるとして相続税

につき鑑定評価額で更正処分を

されて争いになった事件（東京

高裁令和3年4月27日判決）の上

告審。

　東京高裁は、「不動産の購入及

びそのための借入は3億円を超え
る相続税の圧縮効果を生じさせ

るものであるところ、相続人がか

かる相続税の圧縮を認識しこれ

を期待して15億円を借り入れ、
本件不動産を購入したことは租

税負担の実質的な公平という観

点から見た場合、本件通達評価

額によらないことが相当と認め

られる特別の事情を基礎づける

事実にあたるというべき」と認

定、地裁に続き税務署の鑑定評

価による追徴を認めていた。

　最高裁は4月19日、納税者側の
上告理由では上告は認められな

いと判断。これにより東京高裁の

判断が維持されることになった。

でこの要件を満たさない場合は、

補助金の交付は行われない。

　インボイス枠では、補助金の補

助上限が通常枠の50万円から
100万円へと引き上げられている
ので、インボイス発行事業者の登

録を考えている場合は利用した

いところだ。

　補助金の交付は、インボイス制

度対応のための取引先の維持・

拡大に向けた専門家（税理士、公

認会計士、中小企業診断士など）

への相談費用も対象となる。た

だ、実績報告の際に成果物が分

かる資料の提出が必要になり、特

にインボイス対応のためのコンサ

ルティングを受けた場合、成果物

が分かる資料が不足しているこ

とが多々あるため、コンサルティ

ング内容の実施報告書など実施

内容が確認できる資料を提出す

ることが求められている。なお、

税務申告、決算書作成等のため

に税理士、公認会計士などに支

払う費用および訴訟等のための

弁護士費用は対象とはならない。

　第８回公募は2022年6月3日に
締切となるが、第9回公募は同年
9月中旬、第10回公募も同年12
月上旬に行われる見込みだ。イン

ボイス枠が継続されるかどうか

は未定だが、専門家の中には「第

９回以降も継続するのではない

か」との見方も多いだけに、公募

の開始が近づいてきたら持続化

補助金事務局のホームページを

確認しておきたい。

全国税理士共栄会の『全税共年金』

早めの備えで早めの安心！
掛金は月 １々万円から自由に設定

持続化補助金に新たな特別枠
インボイスの相談費用もOK

相続登記における登録免許税

免税措置を３年延長へ
弁論再開の上告審判決とは別の事案でも…

評価通達６の争いで納税者敗訴【 【



今号の推薦図書はこちら！日税ジャーナル

　令和4年度（第72回）税理士試
験は、8月2日(火 )から同月4日
（木）まで3日間にわたって実際
される。
　初日は、簿記論、財務諸表論、
消費税法または酒税法。2日目
は、法人税法、相続税法、所得税
法。3日目は、国税徴収法、固定
資産税、住民税または事業税の
試験が実施される。
　なお、令和4年度（第72回）税
理士試験から、試験3日目の国税
徴収法と固定資産税の試験開始
時間が変更となる。試験3日目
（今年は8月4日）の9時～11時
が国税徴収法、12時～14時が固
定資産税となる。
　合格発表は令和4年11月30日
（水）を予定している。

　国税庁はこのほど、税理士法の
一部改正にともない、「税理士法
基本通達の制定について」の一部
改正について（法令解釈通達）を
取りまとめ、同庁のホームページ
に公表した。
　それによると、「事務所の設置
関係」では、税理士業務を行うた
めの事務所とは、税理士業務の本
拠をいい、税理士業務の本拠であ
るかどうかは、委嘱者等に示す連
絡先など外部に対する表示に係る
客観的事実によって判定する。こ
の場合において、「外部に対する
表示」には、看板等物理的な表示
やウェブサイトへの連絡先の掲載
のほか、契約書等への連絡先の記
載などが含まれることに留意する
こととしている。
　また、「二ヶ所事務所の禁止」
が新設された。「税理士事務所を

二以上設けて」いる場合とは、例
えば、自宅以外の場所に税理士事
務所を設け、「外部に対する表
示」をしている状態で、自宅にお
いても「外部に対する表示」をし
て税理士業務を行っている場合な
どをいう。
　したがって、自宅等の税理士事
務所以外の場所で税理士業務を
行っていても、その場所に「外部
に対する表示」に係る客観的事実
がなく、「税理士業務を行うため
の事務所」と判定される状態でな
い場合には、税理士事務所を二以
上設けている場合には該当しない
としている。いずれも令和5年4
月1日から施行される。
　「使用人等に対する監督義務」
では、税理士の使用人その他の従
業者（以下、使用人等）に対する監
督義務は、税理士およびその使用

人等が事務を行う場所によって異
なることはないため、使用人等に対
する監督方法として、対面による
監督を行うことができない場合で
も、情報通信技術を利用する方法
などによって適切に監督が行われ
ている場合には、監督義務が果た
されていると判断するとしている。
　なお、情報通信技術を利用した
使用人等の適切な監督方法とし
て、次の２つの例を挙げている。
（1） 使用人等と委嘱者等との情
報通信技術を利用した打合せに、
使用者である税理士が情報通信
技術を利用して参加する方法
（2） 使用人等が税理士業務の補
助を行った履歴について情報通信
技術を利用して確認する方法
　これも令和5年4月1日から施行
される。

32022年・春号 トピックス

　この事案は、ユニバーサル社が
同族外国法人からの借入利息を損
金の額に算入したことは法人税を
「不当に減少させるものだ」とし
て、税務当局から行為計算否認
（法人税法132条1項）の適用を
受けたことから裁判になっていた
もの。
　法人税を不当に減少させる行
為計算があったと認められる場
合、それを否認して法人税を再計
算できる法人税法132条１項は、
財産評価基本通達に定められた
評価通達６と同様（５面参照）、
国税当局の「伝家の宝刀」と呼ば
れており、今回の訴訟ではその適
用の是非が争われた。
　最高裁は、まず、行為計算の否
認規定である法人税法132条1項
にある「これを容認した場合には

法人税の負担を不当に減少させる
結果となると認められるもの」と
は、「同族会社等の行為または計
算のうち、経済的かつ実質的な見
地において不自然、不合理なも
の、すなわち経済的合理性を欠く
ものであって、法人税の負担を減
少させる結果となるものをいうと
解するのが相当」と確認した上
で、「同族会社等による金銭の借
入れが上記の経済的合理性を欠く
ものか否かについては、当該借入
れの目的や融資条件等の諸事情を
総合的に考慮して判断すべき」で
あることを示した。
　これを踏まえて、「ある企業グ
ループにおける組織再編成に係る
一連の取引の一環として、当該企
業グループに属する同族会社等が
当該企業グループに属する他の会

社等から金銭の借入れを行った場
合において、当該一連の取引全体
が経済的合理性を欠くときは、当
該借入れは、上記諸事情のうち、
その目的、すなわち当該借入れに
よって資金需要が満たされること
で達せられる目的において不合理
と評価されることとなる。そし
て、当該一連の取引全体が経済的
合理性を欠くものか否かの検討に
当たっては、①当該一連の取引
が、通常は想定されない手順や方
法に基づいたり、実態とはかい離
した形式を作出したりするなど、
不自然なものであるかどうか、②
税負担の減少以外にそのような組
織再編成を行うことの合理的な理
由となる事業目的その他の事由が
存在するかどうか等の事情を考慮
するのが相当」と説示した。

　今回の事案に当てはめ、最高裁
はユニバーサル社の組織再編につ
いて「税負担の減少をもたらすこ
とが含まれていた」とする一方
で、最終的に870億円弱の無担保
借入に関する事情に関し、経営管
理の合理化に向け関連会社整理の
ための株式買取だけに利用される
ためだったことなどから、税負担
の減少以外に経済的利益があり、
経済的合理性が認められると判
断。本件借入れは、法人税法132
条１項にいう「これを容認した場
合には法人税の負担を不当に減
少させる結果となると認められる
もの」には当たらないとして国側
の上告を棄却。本税約51億2千万
円、加算税約7億1万円、合計約
58億3千万円を取消した二審の判
断が維持された。

追徴課税58億円の取り消し確定
　国内で音楽事業を行うユニバーサルミュージック合同会社（ユニバーサル社）が、東京国税局から受けた
法人税約58億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁は4月21日、国側の上告を
棄却。これにより、課税処分を取り消した一審、二審判決が確定し、国側の敗訴となった。

最高裁　国側の上告を棄却

事務所の設置、
使用人等の監督義etc 税理士法改正で通達を見直し 令和４年度

税理士試験
�月�日～４日に実施



消費税の落とし穴は

重加算税の賦課決定処分を行った
ことで争いが起きた。争点は、請
求人に通則法第68条１項に規定
する「仮装」に該当する事実が
あったか否か。

信用金庫からの融資が頓挫し
請求人が代わりに金員を貸付

　請求人は、「金員は、J社による
各建物の購入に充てるため、請求
人からＪ社に対して本件500万円
の貸付けがされた後、被相続人か
らJ社へ貸し付けられたもの。被
相続人の預貯金の口座を経由する
ことなくJ社の預金口座へ入金さ
れたのは、各建物の購入に係る決
済日が迫っていたため、請求人が
直接J社の預金口座へ振り込ん
だ」などと「仮装」はなかったと
主張。
　一方の原処分庁は、「請求人
は、本件500万円に係る借入金が
実際には存在しないにもかかわら
ず、相続税の債務控除を受けるた
め、被相続人がＪ社に金員を貸し
付けるために請求人から本件500
万円を借り入れていたかのように

インボイス登録しない事業者
消費税相当額は請求できる？

A

熊王税理士の
ワンポイント講座

4 2022年・春号税務会計情報

熊王  征秀
税理士

昭和59年学校法人大
原学園に税理士科物
品税法の講師として
入社し、在職中に酒税

法、消費税法の講座を創設。平成４年同
校を退職し、会計事務所勤務。平成６年
税理士登録。平成９年独立開業。東京税
理士会会員相談室委員、日本税務会計
学会委員、大原大学院大学教授ほか。消
費税関連の書籍も多数執筆。

くまおう   まさひで

スクランブルスクランブル税務税務 ～審判所の視点～～審判所の視点～

　被相続人は平成29年8月に
死亡し、同日、その相続が開始
した。共同相続人は、被相続人
の長男である請求人と二男
（H）の２名だった。
　J社は、請求人とHが発行済
株式のすべてを有する同族会
社。不動産の売買や賃貸を目的
として設立され、請求人は設立
当初から代表者を務めている。
　被相続人およびJ社は、同年
４月、土地とその上の２棟の建
物を売買代金4700万円で買い
受ける旨の売買契約を締結。売
買代金は、手付金200万円を契
約締結と同時に、残代金4500
万円を同年5月9日までに支払
うこととされ、手付金は被相続
人が現金で支払った。
　請求人は同年4月12日、Ｋ銀
行の請求人名義の普通預金口座
から現金600万円を、同月17
日、Ｌ銀行から360万円をそれ
ぞれ出金し、各同日、Ｍ信用金
庫の被相続人名義の普通預金口
座へ入金。同年4月20日付で、
被相続人が請求人から合計960
万円を借り入れた旨の金銭借用

証書（別件証書）が作成された。
　被相続人および請求人は、同年
4月27日付で、被相続人が請求人
から現金500万円を借り入れた旨
の「金銭（一時）借用証書」（本件
証書）を作成。また、被相続人お
よびJ社は、同年4月27日付で、J
社が被相続人から現金500万円を
借り入れた旨の金銭借用証書を作
成した。請求人は、同年4月27
日、Ｍ信用金庫の請求人名義の普
通預金口座から現金500万円を出
金し、同日、同信用金庫のＪ社名
義の普通預金口座に入金した。
　請求人およびＨは、被相続人の
相続にかかる相続税について、法
定申告期限までに相続税の申告書
を共同で提出した。申告書には、
被相続人の債務として請求人から
の借入金1460万円（別件証書に
係る借入金960万円、本件500万
円の合計）が計上され、借入金は
請求人が負担する旨の記載があっ
た。
　令和元年12月18日、原処分庁
の調査担当職員は相続税の調査に
基づき、本件500万円に係る借入
金の債務控除を否認。原処分庁が

仮装する目的で本件証書を作
成した」などと「仮装」の事実
はあったとした。
　両者の言い分に審判所は、
「被相続人は、土地の購入資金
の一部である2千万円の融資を
Ｍ信用金庫から受ける予定だっ
たが、それが頓挫し、請求人が
代わりに被相続人に金員を貸し
付けることとなった経緯が認め
られ、金銭借用証書の表題に一
時的な貸付けであることを意味
する「一時」と付されているこ
となどからすれば、請求人が被
相続人に同金員の貸付けをした
としても不自然とはいえな
い」。
　また、「暫定的に請求人から
被相続人に対する貸付けが行
われた可能性があるから、請求
人から被相続人に直接送金され
ていないことをもって直ちに被
相続人の請求人からの借入れ
がなかったとはいえない」など
と判断。「請求人に仮装があっ
たとは認められない」として請
求人の主張を認めた。

（令和３年6月３日裁決）

被相続人への貸付は仮装か？
審判所　金銭借用証書に記載された「一時」に注目

　私は機械部品の製造業を営む消費税の免税事業者ですが、取引先に
は従来より販売価格に消費税相当額を上乗せして請求しています。私
がインボイスの登録をしない場合、令和5年10月以降は消費税相当額

を請求することはできないのでしょうか。また、私が登録しないことを理由と
して、取引先が取引を停止することや消費税相当額の値下げを要求すること
は、下請法上問題とならないのでしょうか。

　　Q

（1）免税事業者の税の転
嫁と下請法の関係

　インボイスが導入される令和5
年9月30日までの間は、免税事業
者との取引であっても仕入税額控
除の対象とすることができます。
こういった理由から、免税事業者
が発行する区分記載請求書には、
軽減税率の適用対象取引である
ことと、税率ごとの取引金額を記
載することが義務付けられていま
す（軽減税率Ｑ＆Ａ（個別事例
編）問 111）。
　免税事業者が別途消費税相当
額を受け取ることは法令などで禁
止されていないため、現実の商取
引においては、免税事業者でも外
税で消費税相当額を受領してい
ます。しかし、令和５年10月以降

に免税事業者が消費税相当額を記
載した書類を発行することは、消
費税法上これを禁止する規定はな
いものの、商取引として問題があ
るように思われます。
　また、下請法で禁止しているの
は、過去に遡っての単価の引下げ
やサンプルの無償提供の要請、相
当期間経過した後の返品などであ
り、ご質問にあるような、インボ
イスの登録をしないことによる取
引の停止通告や消費税相当額の値
下げの要求は、私見ではあります
が、下請法違反にはならないよう
に思われます。消費税相当額をど
のように取り扱うかということ
は、当事者間における値決めの問
題ではないでしょうか。
　免税事業者のインボイス制度へ

の対応については、令和4年1月
19日、財務省・公正取引委員会・
経済産業省・中小企業庁・国土交
通省が連名で「免税事業者及びそ
の取引先のインボイス制度への対
応に関するＱ＆Ａ」という資料を
公表しています（令和4年3月8日
改正）。結論ははっきり書かれて
いないものの、昨年公正取引委員
会が公表したＱ＆Ａよりも多少は
参考になりそうです。

（2）免税事業者からの課税仕入
れに対する経過措置
　免税事業者や消費者のほか、課
税事業者でも登録を受けなければ
インボイスを発行することはでき
ません。そこで、インボイスがな
い課税取引については、期間の経
過に応じて一定の金額を仕入税額
として控除することができます。

　
　したがって、免税事業者がイ
ンボイスの登録申請をしない場
合には、この経過措置の適用期
間中を利用して取引先と価格交
渉をすることも必要ではないか
と思われます。
　経過措置の適用に当たって
は、法定帳簿と区分記載請求書
等の保存が必要となります。ま
た、帳簿には「80％控除対象」
など、この経過措置の適用を受
けたものである旨を、あわせて
記載することとされています
（平成28年改正法附則52、53・
インボイスＱ＆Ａ問86）。

期　間
令和5年10月1日～
令和8年9月30日

「課税仕入れ等の税額×80％」を仕入控除税額の計算に
取り込むことができる
「課税仕入れ等の税額×50％」を仕入控除税額の計算に
取り込むことができる

令和8年10月1日～
令和11年9月30日

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの取扱い

金
銭︵
一時
︶

借
用
証
書

仮
装
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　今回のケースは、被相続人が購入していた

賃貸不動産について、相続人が路線価に基づ

いて評価したところ、税務署が「時価と著し

く乖離している」として評価通達6を適用。

鑑定評価により算定し、相続人に対して更正

処分等を行ったことが争いの発端だ。

　問題となった不動産は、相続開始3年半前

に信託銀行から6億3000万円を借入れ、都内

の共同住宅（①不動産）を8億3700万円で購

入。また、相続開始前2年半前に信託銀行か

ら3億7800万円、親族から4700万円を借入

れ、神奈川県の共同住宅（②不動産）を5億

5000万円で購入（以下、①②の不動産を併

せて「本件各不動産」といい、その購入・借

入れを「本件購入・借入れ」という）。な

お、②不動産は相続開始後の平成25年に5億

1500万円で売却されている。

　平成24年6月に相続が開始。相続人は翌年

3月、財産評価基本通達に基づき①不動産を

約2億円、②不動産を約1億4000万円と評価

し、購入時の借入金を差し引いて相続税を０

円と申告した。　

　しかし、税務署は平成28年4月、本件各不

動産の価額について、評価通達の定めによっ

て評価することは著しく不適当と認められる

ことから、同通達に定める通常の通達評価以

外の評価方法を認める例外規定を適用。それ

により、①不動産は鑑定評価額7億5400万

円、②不動産は鑑定評価額5億1900万円とし

て相続税の更正処分等を行った。

 平等原則に違反することにならない
  合理的な理由があると認められるか

　最高裁は、相続税法22条について「相続等

により取得した財産の価額を当該財産の取得

の時における時価によるとする」規定である

ことを確認した上で、「相続税の課税価格に

算入される財産の価額は、客観的な交換価値

としての時価を上回らない限り、同条に違反

するものではない」と説示。

　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、「租税法の適用に関し、同様の状況に

あるものは同様に取り扱われることを要求す

るものと解される」とし、「評価通達は相続

財産の価額の評価の一般的な方法を定めたも

のであり、課税庁がこれに従って画一的に評

価を行っているのは公知の事実。特定の者の

相続財産の価額についてのみ評価通達の定め

る方法により評価した価額を上回る価額によ

るものとすることは、たとえ当該価額が客観

的な交換価値としての時価を上回らないとし

ても、合理的な理由がない限り、平等原則に
違反するものとして違法というべきである」

と指摘した。

　そして、「相続税の課税価格に算入される

財産の価額について、評価通達の定める方法
による画一的な評価を行うことが実質的な租
税負担の公平に反するというべき事情がある
場合には、合理的な理由があると認められる
から、当該財産の価額を評価通達の定める方

法により評価した価額を上回る価額によるも

のとすることが平等原則に違反するものでは

ない」と判断した。

　次いで最高裁は、今回の事実関係に上記の

考えを当てはめ、以下のことを指摘した。

ア、通達評価額と鑑定評価額との間に大きな

乖離があるものの、これだけでは合理的な理

由があることにはならないが、本件購入・借

入れが行われなければ相続税の課税対象額が

6億円を超えるものであったこと。

イ、基礎控除の結果、相続税の総額が0円に

なり。相続税の負担が著しく軽減されている

こと。

ウ、本件購入・借入れは、近い将来発生する

ことが予想される被相続人からの相続におい

て納税者らの相続税の負担を減じ又は免れさ

せるものであることを知り、かつ、これを期

待して、あえて購入・借入れを企画して実行

しており、租税負担の軽減をも意図して行っ

ていること。

　以上のことを踏まえ、最高裁は「本件各不

動産の価額について評価通達の定める方法に

よる画一的な評価を行うことは、本件購入・

借入れのような行為をせず、又はすることの

できない他の納税者と上告人らとの間に看過

し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担

の公平に反するというべき」、「したがっ

て、本件各不動産の価額を評価通達の定める

方法により評価した価額を上回る価額による

ものとすることが上記の平等原則に違反する

ということはできない」として、税務署が鑑

定評価額に基づいて評価したことは「適法」

であると判断した。

  国税当局の研修資料に示された
  評価通達６の発動４条件とは？

　財産評価基本通達に定められた例外規定の

通達6では、「財産評価基本通達」の定めに

よって評価することが「著しく不適当と認め

られる財産の価額は、国税庁長官の指示を受

けて評価する」こととしている。

　当局では、これを駆使する方向で、調査官

らに指示していた。たとえば、平成28事務年

度の東京国税局の研修資料では、当時、横行

したタワーマンション節税などに対する抑止

策として、通達6の適用にあたり、着眼点を

次のように示していた。

（1）評基通（財産評価基本通達のこと、以

下同じ）に定められた評価方法を形式

的に適用することの合理性が欠如して

いること

（2）評基通に定められた評価方法のほか

に、他の合理的な評価方法が存在する

こと

（3）評基通に定められた評価方法による評

価額と他の合理的な評価方法による評

価額との間に著しい乘雜が存在するこ

と

（4）上記（3）の著しい乘離が生じたこと

につき納税者側の行為が介在している

こと

　今回の最高裁の判決を見ると、これら国税当

局内部における通達6の発動4条件について検

討していることが分かる。つまり、この4条件

を満たすものについては、「相続税法の解釈適

用を誤った違法はなく、平等原則にも反しな

い」として、通達6を適用することに一定限度

で最高裁がお墨付きを与えたといえそうだ。

　とはいえ、最高裁が下級審の判断を追認す

るなら、改めて弁論を開かずに上告を認めな

い決定などを下すこともできたはずだ。わざ

わざ弁論を再開した背景には、国税当局の通

達6の適用が重なるにつれ（平成26年から令

和3年まで全国で9件）、裁判になったケース

が少なくとも2件（うち1件は不動産）は存在

する事実がある。最高裁は、節税対策で税額

を0円にするような今回の典型的な事実関係

の下での考え方を示し、今後、上記の発動4

条件の適用に当たり判断が迫られるであろう

様々な通達6の適用事案に備えて、ひとつの

先例を示したといえそうだ。

　もっとも、借入れで不動産購入する相続対

策が全面的に否定されたとまではいえない判

決であることは確か。通達6の発動4条件に

は、まだはっきりしていない要素、たとえ

ば、通達評価と鑑定評価のかい離の度合い、

税負担の不公平が認定される判断基準などが

山積しており、実務上、注意すべき検討課題

は当面残ることになる。

　相続した賃貸不動産の評価額について、路線価ではなく、税務署が「伝家の宝刀」と
呼ばれる評価通達6により鑑定評価を行い、更正処分等をしたことが違法かどうかで
争われた裁判で、最高裁は4月19日、納税者敗訴となった東京高裁の判断を支持し、
納税者側の上告を棄却した。最高裁は3月15日に弁論を再開したため、高裁判決が
覆るのではないかとの見方もあったが、これで納税者の敗訴が確定した。

不動産節税対策への影響は…

最高裁

国税の「伝家の宝刀」追認



令和２年分 相続税の課税割合と課税対象の被相続人数（都道府県別）

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
新潟県
長野県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
富山県
石川県
福井県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県

4.1%
2.9%
4.1%
5.7%
2.6%
4.1%
4.9%
5.8%
6.6%
6.0%
6.4%
7.7%
10.1%
8.5%
16.3%
12.6%
6.4%
7.2%
7.4%
7.1%
8.5%
9.6%
13.9%
7.3%

4.4%
3.0%
4.4%
6.2%
2.5%
4.2%
5.3%
5.9%
7.2%
6.3%
6.8%
7.9%
10.4%
8.9%
17.0%
13.5%
7.0%
7.9%
7.7%
7.4%
8.9%
9.9%
14.3%
7.1%

2,858人
749人
736人
1519人
386人
642人
1,290人
1729人
1,821人
2,084人
1,484人
1,834人
7,362人
5,549人
20,636人
11,390人
683人
1,029人
977人
686人
2,022人
4,193人
10,087人
1,480人

7.7%
9.6%
8.4%
8.7%
9.2%
6.8%
5.0%
4.6%
7.3%
8.4%
6.1%
7.2%
8.2%
6.5%
5.1%
5.9%
3.8%
3.4%
4.0%
4.3%
3.6%
3.5%
6.5%
8.3%

7.7%
10.1%
8.8%
9.1%
9.7%
7.1%
5.0%
4.7%
7.2%
8.9%
6.6%
7.0%
8.7%
6.6%
5.3%
6.2%
4.4%
3.7%
4.6%
4.4%
3.3%
3.6%
6.7%
8.8%

1,010人
2,709人
8,092人
5,342人
1,426人
891人
352人
452人
1,576人
2,705人
1,215人
690人
1,063人
1,197人
530人
3,319人
439人
655人 
982人
639人
463人
777人
827人

120,372人

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
全国平均

令和元年分 令和２年分 被相続人数 令和元年分 令和２年分 被相続人数

相続特集6 2022年・春号

　国税庁が公表した令和2年分の

相続税の申告状況によると、令

和２年の１年間（令和2年1月～

12月）における全国の被相続人

数（亡くなった人）は137万

2755人で、そのうち相続税の課

税対象となった被相続人数は12

万372人。前年分の11万5267人

より5105人増加した。

　令和2年分の相続税の課税割合

は8.8％（前年分8.3％）となった

（令和2年分は令和3年11月1日

までに提出された申告書に基づ

き作成している）。相続税の申告

状況を都道府県別で見てみる

と、課税割合が最も高かったのは

東京都の17.0％で、前年分の

16.3％から0.7ポイント上昇し

た。次いで、愛知県14.3％（前

年分13.9％）、神奈川県13.5％

（同12.6％）。埼玉県10.4％

（同10.1％）、京都府10.1％

（同9.6％）となっている。47都

道府県のうち、相続税の課税割

合が10％を超えたのは、この１

都１府３県だった。

　課税対象の被相続人数を都道

府県別に見ると、課税割合と同

様、東京都が２万636人（同1万

9645人）と最も多い。続いて、

神奈川県１万1390人（同１万

574人）、愛知県１万87人（同

9731人）、大阪府8092人（同

7599人）、埼玉県7362人（同

7035人）、千葉県5549人（同

5276人）、兵庫県5342人（同

5015人）となっており、この１

都１府５県では、課税対象の被相

続人が5千人を超えている。

　相続税の基礎控除が引き下げ

られる前の平成26年分の課税対

象者は５万6239人。令和２年分

は12万372人と２倍以上に増え

ており、国税庁では、申告件数が

大幅に増加したことを受けて、実

地調査以外の多様な手法を効果

的・効率的に活用している。

　具体的には、①保有する資料

情報等から相続税の無申告が想

定される納税者等に対し、書面照

会を行うことによる、自発的な期

限後申告書の提出を促す取組

み、②調査すべき問題点が限ら

れている事案に対し、実地に赴か

ないで、電話や来署依頼による調

査を実施し、より効率的に納税者

等に接触する取組み―といった

ことに積極的に取り組んでいる。

　こうした簡易の接触を令和２事

務年度は1万3634件（前事務年

度8632件）に行い、このうち申

告漏れなどの非違や回答などが

あったのは3133件。申告漏れ課

税価格は560億円、追徴税額は

65億円となり、いずれも簡易な

接触の事績を集計し始めた平成

28事務年度以降で最高となっ

た。

遺産分割事件の新受件数
20年間で約1.5倍に増加

　高齢化により相続の発生件数

が増えているが、それだけ相続

人同士の争いも増加傾向にある。

最高裁判所の令和元年度・司法

統計年報（家事事件編）による

と、遺産分割事件の新受件数（審

判＋調停）は、平成10年時点で

１万302件だったが、令和元年に

は１万5842件となっており、20

年間で1.5倍も増えている。

　相続財産をめぐる争いという

と、資産家の問題と思われがちだ

が、司法統計年報によると、遺産

分割事件で争っている金額の割

合として5000万円以下が全体の

76.6％を占めており、全体の

33.8％は1000万円以下の遺産を

めぐって争われている。

　このように遺産の多い少ない

に関係なく、相続人が複数いれ

ば、どんな家庭でも争いが起きる

ことが分かる。特に、相続財産の

中には簡単に分けられないもの

も多いだけに、相続を『争族』に

させない事前対策をしっかり考え

ておくことが重要だ。

各都道府県の相続税
申告状況をチェック!

令和２年分



＜小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合＞

宅地等の種類 上限面積 減額割合

特定事業用宅地等 400㎡ 80％

貸付事業用 200㎡ 50％

特定居住用宅地等 330㎡ 80％

相続特集 72022年・春号

小規模宅地等の特例とは？

　小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商

売の敷地（特定事業用宅地等）や自宅の敷地

（特定居住用宅地等）、貸家の敷地（貸付事

業用宅地等）を親族が相続した場合に、一定

要件のもと、その土地の課税価額の一定割合

が減額される税制上の特典だ。主な宅地の種

類と上限面積、減額割合は次の表のとおり。

　

「被相続人と生計一」であるか？
～令和元年4月8日裁決～

　被相続人が保有していた貸付事業用宅地等

で、親族が貸付事業を行っているケースで、

小規模宅地等の特例の適用要件のひとつであ

る「被相続人と生計一」であるかどうかが争

われた事例。

　問題になった貸付事業用の宅地は約170㎡

の土地で、被相続人である母親と納税者Ａが

持分2分の1ずつ保有していた。ただ、母親

は、入居金や施設利用料の前払金など1500

万円弱を自腹で払い、平成18年から介護サー

ビスのある有料老人ホームに入所。Ａとは同

居せず、病院に入院するとき以外は外泊もな

かった。その後、母親が亡くなり、Ａは残り

の宅地の持ち分2分の1を相続したが、この2

分の1について小規模宅地等の特例を適用し

て申告したところ、税務署から否認されて争

いとなった。

　国税不服審判所は、「『生計を一にしてい

た』とは、同一の生活単位に属し、相助けて

共同の生活を営み、あるいは日常生活の資を

共通にしていたことをいい、（中略）同居し

ていない場合には、その親族が被相続人と日

常生活の資を共通にしていたと認められるこ

とを要し、そのように認められるためには、

少なくとも、居住費、食費、光熱費その他日

常の生活に係る費用の主要な部分を共通にし

ていた関係にあったことを要するものと解す

るのが相当」とした。

　その上で審判所は、次のような事実関係を

確認して請求を棄却した。

①亡くなった母親が有料老人ホームに入居後

相続開始までの約９年間、Ａとは同居して

いなかったこと

②老人ホームの入居金、施設利用費および管

理共益費に充当される前払金、月額の利用

料、利用料に含まれない実費負担額のすべ

てを母親が負担していたこと

③Ａの日常の生活に係る費用の主要な部分を

母親が負担していた事実も見当たらないこ

と

１階と２階が分かれた建物
～令和3年6月21日裁決～

　被相続人は平成13年1月、２階建ての一棟

の建物を新築し、区分所有建物である旨の登

記をした。建物はそれぞれ玄関、リビング、

寝室、台所、洗面所、風呂場、トイレがあ

り、建物の内部では１階と２階で行き来する

ことができず、外階段によって行き来する構

造だった。

　なお、建物の電気、ガス、水道のメーター

は建物1階部分と建物2階部分とでそれぞれ分

かれており、被相続人が死亡するまでの間、

建物１階部分については請求人である子が契

約して使用料を支払っており、建物2階部分

については被相続人が契約して使用料を支

払っていた。相続開始後、母親と子は、それ

ぞれ居住する敷地権について小規模宅地等の

特例を適用して申告したところ、税務署は子

の相続した敷地権部分について特例適用を否

認した。

　争点は、①子の住む建物の敷地権は、被相

続人の居住の用に供されていた宅地等に該当

するか。②子は、被相続人と生計を一にして

いた親族に該当するか否か。

　審判所は「事実を総合勘案して、社会通念

に照らして客観的に判断すると、被相続人夫

婦は、１階部分に生活の拠点を置いていたと

認めることはできず、敷地権は、被相続人の

居住の用に供されていた宅地等に該当すると

は認められない」と判断。また問題の建物は

「一棟の建物と認められるものの、『区分所

有建物』に該当することから、問題の敷地権

は、被相続人の居住の用に供されていた部分

に含めることはできない」とした。

　②について審判所は、事実として、被相続

人の妻の生活費は、被相続人の年金収入等で

賄われていることを指摘し、「居住費、食

費、光熱費 その他日常の生活に係る費用の主

要な部分について独立した資によっていたも

のと認められるから、請求人ら（子）と日常

生活の資を共通にしていた関係にあったと認

めることはできない」と判断している。

　このように、小規模宅地等の特例を適用す

るにあたり、相続人が相続直前まで被相続人

と同居していたか、同居していなくとも「生

計一」であったかどうかが問われるケースが

目立つ。

　

特例適用の判断ミスで
税理士に損害賠償請求

　審判所に対する審査請求とは別に、納税者

が、申告依頼をした税理士に対し、小規模宅

地等の特例を適用することができたのに、そ

れを怠ったなどとして、損害賠償請求訴訟を

裁判所に提起する事例も出てきている。

　たとえば、相続人の会社が、被相続人の土

地を無償で借りていたところ、相続直前に

なって、その土地を賃貸借契約に切り替えた

が、初回の賃料支払い前に相続が発生。申告

の依頼を受けた税理士が、この土地について

小規模宅地等の特例の適用をしなかったため

損害を被ったとして裁判になった事例がある

（横浜地裁令和2年6月11日判決）。

　税務上の争点は、相続人の借りていた土地

が小規模宅地等の特例の適用のある「特定同

族会社事業用宅地等」に該当するかどうか

（判例時報2483号）。横浜地裁は、相続の開

始前に賃料の支払われたことがあることを必

須とするものではないなどとして、最終的に

小規模宅地等の特例の適用ができたと判断し

ている。

　また、最近の争いとしては、相続税の申告

依頼を受けた税理士法人が、被相続人が住ん

でいた自宅の敷地について小規模宅地等の特

例を適用せず、別の土地を貸付事業用宅地等

として小規模宅地等の特例を適用したこと

で、数百万円もの相続税を払い過ぎたとして

相続人が裁判を起こした事案がある。小規模

宅地等の特例は、特例を適用する宅地等を一

度適法に選択すると、より有利な選択があっ

たことが判明しても更正の請求で変更を認め

てはもらえない。そのため、納税者が裁判で

損害賠償を求めるわけだ。

　この争いで税理士法人側は、被相続人が相

続直前に自宅に居住せず、その理由が老人

ホームなどの政令で定める施設以外で介護等

を受けていたため、特例の要件を満たさない

と反論している模様だ。

　相続税の申告において小規模宅地等の特例を適用する納税者は多いが、
その適用をめぐり税務当局と争いになるケースも後を絶たない。最近では相続税の
申告を担当した税理士が、依頼者である納税者から特例適用の誤りがあった
として損害賠償を求められるケースも散見されるようになってきた。同特例の
適用をめぐる最近のトラブル事情を探った。

小規模宅地等の特例適用をめぐる

最近の　　　  事情トラブル



配偶者居住権の登記件数

2020年5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

2021年1月
2月

3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

登記

1

5

7

8

14

14

29
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　平成30年6月、成年年齢を20

歳から18歳に引き下げる民法の

一部改正が行われ、令和4年4月

１日から施行された。成年年齢が

見直されるのは実に140年ぶり。

これにより、2022年4月1日時点

で18歳、19歳の人は新成人とな

り、同年４月2日以降生まれの人

は18歳の誕生日に成人となる。

　民法が定める成年年齢には、

次の2つの意味がある。①一人で

有効な契約をすることができる

年齢、②父母の親権に服さなく

なる年齢。つまり、18歳になれ

ば、親の同意がなくても自分の

意思で様々な契約ができるよう

になるわけだ。例えば、携帯電話

やクレジットカードの契約ができ

るほか、高額な商品を購入する

際にローンを組むことも可能だ。

　ただし、成年として契約して

いるため、未成年であることを

理由に契約を取り消すことがで

きる「未成年者取消権」が行使

できなくなる。そのため、社会経

験が浅く、保護がなくなったばか

りの18歳、19歳の新成人を狙っ

た悪質商法や詐欺などが横行す

ることも考えられるため、法務省

や経済産業省、消費者庁などが

注意を呼びかけている。

　新成人の18歳になれば10年有

効のパスポートを取得できるほ

か、公認会計士や司法書士など

の資格も取得できる。また、女性

の婚姻開始年齢が18歳に引き上

げられた。成年年齢の引下げは、

様々なところに影響してくるが、

税制にも関係するところがある

ので確認しておきたい。

相続税の未成年者控除

　未成年者控除は、相続で財産を

引き継ぐ相続人が未成年の場合、

相続税の額から一定の金額を差し

引くことができる制度。これまで

は未成年者の相続人が満20歳に

なるまでの年数1年につき10万円

で計算した額が控除されたが、

2022年4月1日からは満18歳にな

るまでの計算に変わる。10万円×

2年（18歳、19歳）で控除額が

20万円少なくなる。

相続時精算課税制度

　これまでは相続時精算課税を

利用すると、60歳以上の父母・

祖父母から20歳以上の子や孫が

財産をもらったときに累計2500

万円までは贈与税が非課税に

なった。

　今回の成年年齢の見直しによ

り、相続時精算課税の適用を受け

られるのは20歳以上から18歳以

上となり、これまでより2年早い

段階で同制度の活用を検討する

ことができるようになった。

暦年課税制度
　

　暦年贈与には110万円の基礎

控除額が設けられており、1月1

日から12月31日までの１年間の

贈与金額の合計が110万円以内

であれば贈与税はかからない。

　基礎控除を超えた分について

は、「一般贈与財産」または「特

例贈与財産」の税率が適用され

る。一般贈与財産はこれまで、直

系尊属以外の親族（夫、夫の父や

兄弟など）や他人から贈与を受け

た場合、また、直系尊属から贈与

を受けたが、受贈者の年齢が財

産の贈与を受けた年の1月1日現

在において20歳未満の子や孫の

場合が対象だった。

　一方、特例贈与財産は、父母や

祖父母などの直系尊属から贈与

により財産を受けた子どもや孫

で、贈与を受けた年の1月1日に

おいて20歳以上の場合に適用さ

れ、一般贈与財産よりも税率が低

く設定されていた。

　この特例贈与財産の税率の適

用要件も2022年4月1日以後は

20歳以上から18歳以上に変更さ

れている。

住宅取得等資金に係る
贈与税の非課税措置

　

　父母や祖父母など直系尊属か

ら20歳以上の子や孫への贈与に

より、住宅用の家屋の新築、取

得、増改築などをするための資金

を贈与した場合、一定の要件を

満たすときは、一定の金額につい

て贈与税が非課税とされてい

た。

　適用期限はもともと2021年12

月31日までだったが、2022年度

税制改正により、非課税枠を最大

1500万円から1000万円に縮小

した上で、適用期限が2023年12

月31日までと２年延長された。

この制度の適用年齢も従来の20

歳以上から18歳以上に変更され

た。

遺産分割協議

　税制ではないが、相続時の遺

産分割協議にも影響があるので

確認しておきたい。

　未成年者の子と親権者が相続

人として遺産分割協議を行うこ

とは、未成年者と親権者の互いの

利益が相反する「利益相反行為」

となり、未成年者のために特別代

理人を選任することを家庭裁判

所に請求しなければならない。

　この未成年者もこれまでの20

歳未満から18歳未満に変更され

た。これにより、2022年4月1日

からは遺産分割協議に参加でき

なかった18歳、19歳も特別代理

人を選任せずに遺産分割協議に

参加することが可能となった。

　夫婦の一方が亡くなったと

き、残された配偶者の居住権

を保護するために創設された

「配偶者居住権」の利用件数

が増加している。

　配偶者居住権制度は令和2年

4月に施行されたが、法務省の

登記統計によると、当初は利

用件数がごくわずかで、登記

件数は毎月１桁という状況が

続いていた。

　しかし、令和２年12月に登

記件数が単月で50件を突破。

その後も右肩上がりに増加

し、令和３年10月からは90件

台を維持しており、令和３年

の１年間における配偶者居住

権の設定の登記件数は880件

に上っている。令和２年4月か

ら１年間の登記件数301件と

比べても、利用件数が大きく

伸びていることが分かる。

　配偶者居住権は、夫婦の一方

が亡くなったときに、残された配

偶者が亡くなった被相続人の所

有する建物（夫婦共有の建物も

可）に居住していた場合で、一定

の要件を満たすときは被相続人

が亡くなった後も残された配偶

者が賃料の負担なくその建物に

住み続けることができる権利。残

された配偶者は、被相続人の遺

言や遺産分割協議などによって

配偶者居住権を取得することが

できる。

　配偶者居住権は、第三者に譲

渡したり、所有者に無断で建物

を賃貸したりすることはできな

いが、建物の「所有権」を取得す

るよりも低い価額で「居住権」を

確保することができるため、配偶

者が配偶者居住権を取得するこ

とで、預貯金などの

その他の遺産をより

多く取得することが

できるメリットがあ

る。

　配偶者居住権は、

成立要件を満たして

いれば権利として発

生するが、配偶者居

住権を第三者（例え

ば、居住建物を譲り

受けた人）に対抗す

るためには登記が必

要となる。権利を主

張するための登記

は、登記の先後で優劣が決まるた

め、権利関係をめぐるトラブルを

避けるためには、配偶者居住権を

取得したらできるだけ早く登記

手続をする必要がある。

　なお、居住建物の所有者は、配

成年年齢の
引下げと

税制への影響

18歳から『大人』に!

配偶者居住権 令和3年の設定登記は880件

偶者に対して配偶者居住権の

登記を備えさせる義務を負っ

ている。配偶者居住権の設定登

記ができるのは建物だけで、そ

の敷地である土地には登記で

きない。
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――家族信託について簡単に教え
てください
　まず、信託とは、財産を持って

いる人すなわち委託者が、その

財産の管理や処分を、信頼でき

る人すなわち受託者に任せる仕

組みです。信託銀行や信託会社

などがビジネスとして受託をす

る商事信託ではない信託の類型

として民事信託があり、家族が

受託者となることが多いことか

ら家族信託とも呼ばれていま

す。家族信託は、例えば自分の老

後に備え、保有する不動産や預

貯金を信頼できる家族や親族に

託し、その管理や処分などを任

せるなど、財産管理のひとつの

手段として利用されています。

家族信託は家族や親族の中から

受託者を選ぶため大きな手数料

を支払う必要はなく、無償や低

額の報酬で利用することができ

ます。また、本人が亡くなった後

も、ご自身の意向が反映された

資産管理・資産承継が実現でき

ます。このように家族信託は、ま

さに家族による家族のための信

託といえます。

――家族信託という制度は、以前
はなかったのでしょうか。
　信託法が制定された1921年以

降、信託は商事信託が中心でし

た。しかしながら、信託が持つ資

産管理・資産承継の機能をより

活用しやすくするために2006年

に信託法が改正され、家族信託

が本格的に利用されるようにな

りました。ただ、2007年の施行

からしばらくの間は認知度も低

く、それほど普及しませんでした。

――何をキッカケに注目されるよ
うになったのでしょうか。
　やはり、高齢化の進展に伴って

認知症や介護など、家族の問題

が社会的課題となったのが大き

いと思います。また2015年の相

続税の基礎控除の引き下げで、

相続を意識する方が増えたこと

もひとつの要因ではないかと考

えています。

――認知症患者は年々増えている
と聞きます。
　厚生労働省によると、2025年

には認知症患者が約700万人とな

り、65歳以上の5人に1人が認知

症になると推計されています。

2050年には1000万人を超える

とも言われていますので、けっし

て人ごとではありません。親が認

知症になって介護期間が長引け

ば、それだけお金もかかってきま

す。そのため、子どもに迷惑をか

けたくないという想いから、親が

自分の介護費用を自分で用意して

いるケースも多いですが、親が認

知症と判断された場合、金融機関

が親の口座を凍結してしまうこと

も考えられ、その場合にはたとえ

親族であっても親の口座からお金

を引き出すことが難しくなってし

まいます。あらかじめ家族信託を

設定し、親の口座のお金を信託の

口座に移して管理することで、そ

ういったリスクにも対応すること

ができるわけです。

――自分のお金なのに自分のため
に使えないのは切ないですね。
　預貯金だけではありません。将

来、親が本人名義の自宅を売却し

て、そのお金を介護施設の利用

料などに充てようと考えている

場合も、親が認知症になれば不

動産を売却することが困難にな

り、介護施設に入居するお金が用

意できない恐れがあります。認知

症になると法律行為や契約行為

ができなくなりますので、意思や

判断能力があるうちに家族へ財

産の管理や運用を託しておけば、

認知症を発症しても財産を有効

活用することが可能となります。

――そのほか、どのようなケース
で家族信託が利用されています
か。
　アパートなどの収益不動産の

所有者が認知症になると、収益不

動産の管理や修繕、新たな賃貸

契約などができなくなりますの

で、そうしたリスクを回避するた

めに家族信託を利用するケース

は多いですね。この場合、例え

ば、収益不動産の所有者である

父親が長男を受託者として家族

信託を設定し、収益不動産の管

理などは長男が行い、父親は受

益者として信託配当を受領しま

す。もし、父親が認知症を発症し

ても財産はしっかり管理できるほ

か、父親が亡くなった後は、妻

（母親）が信託配当を受領するよ

うに設定しておくことで、相続発

生後の妻の生活を守ることもで

きます。

――家族信託は事業承継対策とも
親和性がありそうですね。
　おっしゃるとおり、家族信託は

事業承継対策にも非常に有効で

す。家族信託を利用すれば、単純

な生前贈与では実現できない、

株式の財産権と経営権を分離さ

せた自社株承継も可能となりま

す。例えば、会社の現オーナーに

議決権行使の指図権を残してお

くことで、後継者に株式が移転し

た後も現オーナーが経営権を維

持できますので、未熟な後継者を

育成しながら円滑な事業承継を

行うことができます。もちろん、

その前にオーナーが認知症を発

症すれば、事業承継対策がかなり

制限されますので、早いうちにア

クションを起こすべきでしょう。

――家族信託を利用する際に注意
すべき点はありますか。
　家族信託は委託者と受託者の

間での契約で成立するものでは

ありますが、どのようなスキーム

にするのか、実務的にはどのよう

な手続きが必要になるのかなど、

専門家のアドバイスを受けた方

が安心です。ほかのご家族との関

係においても第三者が入ってご

説明をしたほうがスムーズにいく

こともあると思います。なお、相

続対策や事業承継対策におい

て、家族信託が必ずしもベストの

解決方法であるとは限りません。

家族信託ありきではなく、それぞ

れの状況に応じて最適な提案を

してくれる専門家に相談すべき

でしょう。

相続対策や認知症対策として注目

家族信託で財産や生活を守る！
　近年、新しい財産管理や相続・事業承継対策の有効手段として「家族信託」が注目されて
いるが、具体的にどんな場面で効果を発揮し、活用する際にはどのような点に注意すべき
なのだろうか。一般社団法人家族信託普及協会の認定資格「家族信託コーディネーター」
を保有し、㈱日税経営情報センターにおいて「日税民事信託コンサルティングサービス」を
提供している松本勇氏に話を聞いた。

●

●

●

●

大切な財産や事業を守り、次世代へ繋いでいく

日税民事信託コンサルティングサービス
　日税グループの㈱日税経営情報センターでは、『日税民事信託コンサルティングサービス』
を提供しています。関与先様から民事信託（家族信託）のご質問やご相談を受けた際には、
是非、日税経営情報センターにお声がけください。
　一般社団法人家族信託普及協会の認定資格「家族信託コーディネーター」を保有する当社
の担当者が、大切な財産や事業をどう守り、次世代へどのように繋いでいきたいかという
関与先様の想いをお聴きして、その実現に向けて民事信託（家族信託）を含めた様々な方法
を考え、ベストな提案をさせていただきます。

民事信託（家族信託）や資産・事業承継は
㈱日税経営情報センターにご相談ください!
☎03-3345-0600（担当：松本、大濵）

㈱日税経営情報センターのホームページに
　信託に関するコラムを連載中!
　    https://nbs-nk.com/

㈱日税経営情報センターにおいて民事信託の
サポートを行っている松本勇氏と大濵祥子氏

➡
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――伊勢田先生がデジタル終活に注目された
キッカケからお聞きします。
　相続は、亡くなった方から残された方への

「想い」のリレーです。しかし、その想いと

は裏腹に、相続で争う人は後を絶ちません。

トラブルを未然に防ぐためには、亡くなった

後の身の回りの整理や相続対策など、いわゆ

る「終活」を行っておくことがとても有効で

す。私は、「いつか相続で苦しめられる人を

ゼロにしたい」という想いから、「終活弁護

士」として相続対策の観点から終活を広める

活動を行ってきました。そんな活動の折、あ

る方からの紹介で、萩原栄幸先生の「デジタ

ル遺品が危ない」という書籍を読みまして、

そこで「デジタル遺品」や「デジタル終活」

という言葉を知りました。

――書籍を読んでどう思われましたか。
　とても面白いと思いましたね。終活という

と、どうしても「葬儀どうする？」「お墓を

どうする？」という非日常的な部分に目が行

きがちで、なかなかとっつきにくいという印

象をもたれることもありました。一方で、デ

ジタル終活というのは、毎日使っているスマ

ホやパソコンという「日常」が対象となりま

す。どうしても「他人事」のように捉えられ

がちな終活を、「我が事」として捉えてもら

うことができるきっかけになるのではないか

と思いました。2015年当時、デジタル終活

という言葉自体、まだ世間にほとんど認知さ

れていませんでしたので、なんとかして広め

たいと思いました。

――どのようにして「デジタル終活」を広め
ていったのでしょうか。
　2015年当時、この問題を取り扱っている

専門家は非常に少なく、特に士業の先生でデ

ジタル終活に取り組んでいる方は、インター

ネットで調べた限りでは皆無でした。そこ

で、士業の立場からデジタル終活を広めてい

こうと考えましたが、一人の弁護士という形

よりも協会という形にしたほうが認知もされ

やすいのではないかと思い、「日本デジタル

終活協会」という協会を立ち上げました。協

会では、デジタル終活に特化した日本初のエ

ンディングノートを企画・製作したほか、デ

ジタル終活のセミナーなどを積極的に開催し

ていました。

――デジタル終活のポイントを教えていただ
けますか。
　遺族が亡くなった方のスマホやパソコンな

どを調べる際、最も問題となるのが「デジタ

ル機器にログインできるかどうか」という点

です。ログインさえできれば、保存されてい

るデータや利用しているインターネットサー

ビスなどを確認できますので、その後の引き

継ぎなどの作業をスムーズに進めることがで

きます。とにかく、デジタル機器のログイン

パスワードだけは必ずメモに残しておくべき

です。ログインパスワードを共有しておくだ

けで、デジタル遺品に関する問題は８～９割

解決するといっても過言ではありません。

――パスワードが分からなければ、どうする
こともできませんね。
　パソコンであれば、専門事業者に依頼すれ

ば、比較的安価にパスワードロックを解除し

てもらうこともできます。一方で、スマホの

パスワードロックは、そもそも対応できる専

門事業者も限られており、また非常に高額と

なるケース（20万円以上かかることも）が多

いと聞きます。またロック解除に半年以上か

かるケースもあるようです。スマホのパス

ワードがわからない場合には、残念ながら、

過半数以上の方がデータ復旧を諦めてしまう

ようですよ。

――パスワードの共有のほかに、どんな対策
がありますか。
　遺族は、相続手続きの観点から、故人の金

融資産を把握する必要がありますので、現在

利用しているネット銀行やネット証券の会社

名（ID、PWまでは不要）をデジタル機器のロ

グインパスワードと一緒にメモしておくとよ

いでしょう。また、サブスクリプションサービ

スは遺族が解約しなければいけない場合があ

りますので、利用しているサービス名などを

リストアップしておくとよいと思います。

――デジタル遺品は、高齢者よりも若い人の
ほうが多く持っている感じがします。
　おっしゃるとおりです。終活は、高齢者が

行うものというイメージがありますが、デジ

タル終活はむしろスマホやパソコンなどのデ

ジタル機器を使いこなしている若い人こそ、

やっておくべきものといえます。また、個人

事業主や中小企業の経営者は、仕事に関する

情報がスマホやパソコンに大量に保存されて

いるケースも多いかと思いますので、仕事の

引継ぎという面からもデジタル遺品の処理に

ついて考えておく必要があります。

――仕事で使っているデジタル機器のパス

ワードなども、家族に伝えておくべきなので
しょうか。
　万が一の際には、業務の引継ぎなどもあり

ますので、仕事で使用しているデジタル機器

のログインパスワードの共有は必要不可欠で

す。一方で、家族や従業員に見られたくない

データ等も存在する可能性があり、慎重な対

応が求められるといえるでしょう。

――では、どのような対策が考えられますか。
　個人事業主や中小企業の経営者が使用して

いる仕事用のデジタル機器のログインパス

ワード問題については、信頼できて守秘義務

も負っている顧問税理士の先生にお願いする

のが最適だと考えます。エンディングノート

などを活用して、どこに、どんな名前でデー

タが保存されていて、どう処理してほしいの

か、ログインパスコードと一緒を書いてお

き、税理士の先生と共有しておくとよいで

しょう。必要な情報を取り出した後は、個人

情報の漏洩を防ぐために物理的に破壊しても

らえばデータは完全に消去できますので、具

体的な対応策を税理士の先生と一緒に考える

ことが求められます。

――協会を立ち上げた2016年と比べると、デ
ジタル終活の認知度は高まってきたと感じま
すか。
　楽天インサイト㈱が男女1千人を対象に

「終活に関する調査」を今年実施しました

が、終活の実施意向がある人に今後する予定

があること、興味があることを複数回答で聞

いたところ、「家の中の荷物整理」が60.9％

とトップでしたが、次に多かったのが「パソ

コンやスマートフォンなどのデータ整理」で

39.8％と約４割に及んでいます。こうした数

字からも、デジタル遺品について考える人が

増えていると感じますね。

――最後にメッセージをお願いします。
　デジタル終活は、たった10秒。スマホやパ

ソコンのログインパスワードを共有するだけ

で済んでしまう、最高にコストパフォーマン

スの高い終活です。税理士の先生方におかれ

ましては、まずはご自身の万が一に備えて対

策をして頂けたらと思いますが、一方で、

「終活」や「事業承継」をはじめるきっかけ

を作ることができうるコンテンツとして、是

非「デジタル終活」をお客様にもお勧めして

いただけたらと思います。１人でも多くの方

に、デジタル終活に取り組んでもらえたらう

れしいです。

　スマートフォン（スマホ）やパソコンのログインパスワードを誰にも伝えずに持ち主が亡くなり、遺族や会社
関係者がこれらのパスワードロックを解除できずに、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまうケースが相次いで
いる。一方、パスワードロックを解除したことで、機器内などに保存されていた故人のプライベートな情報が
遺族などに知られてしまうケースも珍しくない。こうしたトラブルを防ぐため、日本デジタル終活協会では、自身
の死後のスマホやパソコン内のデータといった「デジタル遺品」の処理を考える「デジタル終活」を広める
活動を行っている。代表理事を務める伊勢田篤史弁護士・公認会計士に話を聞いた。　

日本デジタル終活協会　代表理事
伊勢田 篤史 弁護士・公認会計士

スマホやパソコンには様々な情報が…

今すぐ始めたい『デジタル終活』



相続特集 112022年・春号

令和４年公示地価

コロナ禍の影響も徐々に緩和

全国的に回復の兆し
　国土交通省はさきごろ、令和4年1月1日時点の公示地価を公表した。
それによると、住宅地、商業地、工業地を合わせた全国全用途平均は前年
より0.6％上昇。新型コロナの影響にともなう訪日外国人客の激減などに
より、前年の全国全用途平均は６年ぶりのマイナスとなったが、今年は２年
ぶりに回復した。用途別でも、住宅地が0.5％、商業地は0.4％の上昇とな
り、いずれも昨年の下落から上昇に転じている。
　三大都市圏の地価も、昨年は全用途平均、商業地、住宅地のいずれも下
落となったが、今年はどうなっているのか、各地域の状況を見てみる。

【東京圏】
　東京圏では商業地が0.7％と
２年ぶりに上昇した。

　東京都の商業地は0.6％上昇
し、都内23区では20区がプラ
スとなった。上昇率トップは中

野区で、中野駅周辺では再開

発事業が進められていること

から1.8％上昇した。
　一方、ダウンしたのは中央

区、千代田区、港区で、いずれ

の区も都心に位置しており、

新型コロナの影響により飲食

や観光客に関連した需要の減

退、オフィス市況の先行き不

透明感などから逆風が続いて

いるが、国土交通省では「国内

客により人流が回復傾向にあ

ることなどから下落率は縮小

傾向にある」としている。

　多摩地区では商業地が0.5%
上昇。16市町が下落から上昇
に転じ、5市町が下落から横ば
い、7市で下落が続いた。
　特徴的な地価動向が見られ

た地点として、台東区浅草地

区は前年12.0％ほど下がった
が、国内観光客が回復傾向に

あり、浅草地区に立地する希

少性から需要は底堅く、新型

コロナ収束後の外国人観光客

関連の需要回復に対する市場

の期待感からも地価が上向い

た。

　なお、全国の地価トップは、

東京・銀座4丁目の山野楽器銀
座本店の１平方メートルあたり

5300万円で、前年から1.1％
下落した。

　東京近郊では横浜市が商業

地1.6％、住宅地0.8％の上昇。
さいたま市は商業地1.2％、住
宅地1.5％の上昇。千葉市では
商業地1.7％、住宅地1.0％の上
昇となった。

【名古屋圏】
　名古屋圏の商業地の前年よ

り1.0％上昇、２年ぶりにプラ
スとなった。名古屋市では昨

年の2.1％下落から3.2%の上昇
に転じており、全16区すべて
前年の下落から上昇へと持ち

直した。

　中心商業地では需要は底堅

く、また金融緩和の影響から投

資市場も堅調で、中区で4.4％
の上昇となった。上昇率トップ

は、中区新栄町の「栄第一生命ビ

ルディング」で12.3％だった。
　また、東区などの市中心周

辺区では、居住用物件に対す

る投資需要が強まっており、こ

れまで高度商業地に投資され

ていた資金の一部が流入する

ことで地価が上昇している。

　一方、名古屋圏の住宅地も

２年ぶりの上昇で、上昇率は

1.0%。名古屋市では2.2％上昇
しており、全16区のうち3区で
上昇率が拡大。残り13区は下
落から上昇となった。特に市

中心部の鉄道駅徒歩圏ではマ

ンション用地の需要が回復し、

中区で9.3％上昇した。東区の
優良住宅地域は従来から需要

が底堅く、東区は4.7％の上昇
となった。なお、東区泉１丁目

の地点では15.8％も
上昇している。

【地方圏】
　地方圏のうち、地方四市（札

幌市、仙台市、広島市、福岡

市）をみると、商業地は

5.7％、住宅地は5.8％の上昇
で、いずれも9年連続の上昇と
なり、上昇率も拡大している。

札幌市・・・商業地は5.8％上
昇した。オフィス需要が堅調

で、中心となる札幌駅南口ビ

ジネス街周辺に加え、札幌駅

北側や北海道新幹線のホーム

が設置される札幌駅東側の地

域などでも、再開発計画の進

展とともに地価が上昇した。

　住宅地は9.3％の上昇。中央
区の高級住宅地や利便性の高

い隣接区ではマンション需要な

どに支えられ住宅地需要は堅

調、上昇傾向が続いている。

仙台市・・・商業地は4.2％上
昇。こちらもオフィス需要は堅

調に推移し、仙台駅周辺およ

び東北大学農学部跡地の周辺

では引き続き需要が旺盛だっ

た。一方、国分町地区の繁華

街では店舗需要が減退して地

価は下落している。

　住宅地は4.4％上昇。仙台駅
周辺および鉄道駅徒歩圏を中

心に、住環境が良好な地域や

生活利便性の高い地域で需要

が旺盛で高い上昇率を示して

おり、郊外部でも住宅需要が

堅調で地価は上昇している。

広島市・・・商業地は昨年下落
したが、今年は2.6％の上昇に
転じた。広島駅周辺では、北口

の再開発による拠点性の向上

と南口の再開発による発展へ

の期待から地価が上昇してい

る。中心商業地である八丁堀・

紙屋町などでは、人通りも回

復傾向にあり、将来への売上

期待感から需要は持ち直しつ

つある。

　住宅地は1.4％上昇。市中心
部への接近性に優れ住環境が

良好な平坦地や、郊外型大型

店舗周辺の生活利便性が高い

地域が人気で、地価が上昇し

ている。

福岡市・・・商業地は9.4％上
昇。オフィス需要やマンション

需要が堅調に推移し、博多駅

周辺と天神地区の両地区に近

接する利便性が良好で割安感

のある地域の地価は上昇が継

続している。また、令和５年に

延伸開通する地下鉄新駅の周

辺では、利便性の向上が見込

まれることからオフィス需要

が引き続き旺盛だった。

　住宅地は6.1％上昇。市中心
部への接近性に優れて生活利

便性の良好な地域は好調で、

優良なマンション用地につい

ては需要が競合する傾向が見

られるなど上昇率が

アップしている。

【大阪圏】

　大阪圏の商業地は、前年の

1.8％下落から横ばいに転じ
た。大阪市は1.1％下がった
が、昨年の4.4％の下落率より
緩やかとなった。大阪市の全

24区のうち13区が上昇、2区
が下落から横ばいに、９区は

マイナスとなった。

　中でも、新型コロナの影響

による国内外の観光客減少か

ら店舗やホテルなどの需要が

減退しており、インバウンドへ

の依存度が大きかった地点ほ

どその影響は大きい。特に、大

阪市中央区は今年も下落が目

立ち、道頓堀地点では客足が

戻らず、下落率は15.5％と２
年連続で全国トップ。そのほか

の下落率は日本橋地点が

14.7％、宗右衛門町地点は
10.9％、心斎橋筋の地点が
10.7％となっており、全国下
落率トップ10のうち８地点を
大阪市が占めている。ただ、前

年と比べて人流は回復傾向に

あり、下落率は縮小している。

なお、京都市の商業地は0.7％
と２年ぶりの上昇。全11区の
うち８区で下落から上昇に転

じた。緊急事態宣言の解除後

は国内観光客が回復傾向にあ

り、下落地点についても下落

率は縮小傾向にある。東山区

祇園地区では、四条通沿いに

立地する希少性から需要は底

堅く、地価は昨年の8.6％下落
から横ばいに転じている。 　

　大阪圏の住宅地をみると、

今年は0.1%と2年ぶりに上昇し
た。大阪市の住宅地は0.6％の
上昇となり、全24区のうち７
区で上昇が継続。6区は横ばい
から上昇、7区が下落から上昇
した。

　京都市の住宅地は0.5％上昇
した。そのほか、神戸市は商業

地0.3％、住宅地0.2の上昇。
奈良市は商業地0.9％、住宅地
0.2％の上昇となった。
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「あの時、話し合っていて良かったね」
もうすぐ認知症700万人時代が到来します。
認知症はいつ誰がなってもおかしくない病気。
だからこそ、安心して老後を暮らせるように
元気なうちにご家族で話し合ってみませんか。
認知症にともなう介護のこと、お金のこと。

認知症は、
ご家族の身近な問題です。

認知症のリスク対策、お気軽にご相談ください！
「介護保障ガイド これからの介護リスクに備えるために」　制作：（公財）生命保険文化センター

介護ガイドブック差し上げます。

家族信託（民事信託）のご相談は･･･
03-3345-0600

介護保険のご相談は･･･
0120-922-752

　 介護にかかる費用は平均で約500万円
　介護が必要となる一番の原因は『認知症』です。生命保険文化セン
ター「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」 によると、介護の
ために一時的にかかった費用は平均69万円。毎月の介護費用は平均7万
8000円。介護の平均期間は54.5カ月です。介護にかかる費用のうちご
自身やご家族で負担が必要な費用の平均は約494万円と、500万円近く
かかります。
　ただ、介護期間が長引けば、介護するご家族としては、お金が足りる
のか不安になります。ご家族の安心のためにも、預貯金のほかに介護保
険なども上手に活用してお金の備えをしておきたいところです。

　 親の介護のために親のお金が使えない!?
　子どもに迷惑をかけたくない…。そんな想いから親が自分の介護費用
を自分で用意するケースは少なくありません。介護施設に入居する場合
には、親名義の自宅を売却して、そのお金を施設の利用料などに充てる
方もいます。しかし、親が認知症になって判断能力が低下すると、親の
口座からお金を引き出したり、親が所有する不動産を売却することがで
きなくなります。親の介護のために、親のお金が使えなくなるのです。
　そこで注目を集めているのが 『家族信託』 です。家族信託を利用
すれば、親に代わって信頼できる家族に財産管理を任せることがで
きます。

　中小企業の場合、売掛金の入金が遅れた

り、資金化までの経費や給与支払などの資金

繰りが大きな経営課題となっている。売上自

体は好調でも資金がショートすれば、黒字倒

産という事態に陥る可能性もある。また、金

融機関に融資を申し込んでも実行されるまで

に時間がかかるほか、長い間待ったのに審査

が通らず融資を断られることもある。

　そこで、資金調達の新たな手段として注目

されているのが「ファクタリング」だ。

　ファクタリングとは、事業者が保有してい

る売掛債権をファクタリング業者に買い取っ

てもらうことで、期日前に売掛債権を資金化

するサービス。銀行融資で求められる担保や

保証人は不要。また、借入ではないため、貸

借対照表に影響しないのも特徴といえる。

　売掛債権（請求書）や診療・調剤・介護報

酬に加え、最近では注文書を買取る業者や国

や地方自治体が事業者に支給する補助金・助

成金を買取る業者もあり、商品の多様化も進

んでいる。近年は、新興FinTech勢がオンライ

ンによるファクタリングに参入しており、利

便性向上に加え、手数料も低下傾向にある。

　昨年12月には、三菱UFJ銀行が新興Fin

Tech勢の一社である㈱マネーフォワードと組

んで中小企業向けのファクタリングに乗り出

すなど、融資以外の資金調達手段により中小

企業のニーズに応える動きが拡大している。

　ファクタリングを上手く活用すれば、一時

的な資金不足を乗り越えるだけでなく、キャ

ッシュフローの改善も期待できる。さらに、政

府は2026年までに金融界に対して手形交換

所における約束手形の取扱廃止を要請したこ

とから、今後、売掛債権をファクタリングで効

果的に活用する事業者が増えてきそうだ。

中小企業の経営者を狙う
悪質な金融業者に注意！

　ファクタリングの手数料は業者によって異

なるが、なかには中小企業の経営者などを狙

い、貸金業登録を受けていない者が、ファク

タリングを装って業として貸付けを行ってい

るケースがある。次のような場合は、ファク

タリングを装った貸付けの疑いがあるので注

意したい。

・ファクタリングとして勧誘を受けたが、契

約書に「債権譲渡契約（売買契約）」であ

ることが定められていない

・ファクタリング業者から受け取る金銭（債

権の買取代金）が、債権額に比べて著しく

低額である

　また、ファクタリングであっても、経済的

に貸付けと同様の機能を有していると思われ

るものは貸金業に該当する恐れがある。例え

ば、譲渡した債権の回収（集金）がファクタ

リング業者から売主に委託されており、売主

が集金できなかった場合は、「売主が債権を

買い戻すこととされている」、「売主自身の

資金によりファクタリング業者に支払いをし

なければならないこととされている」といっ

たものだ。

　金銭の授受が金銭消費貸借契約に準じるも

のと判断された裁判（大阪地裁平成29年3月

3日判決）では、次のような事情が考慮され

ているので参考にしたい。

・ファクタリング業者が債権回収のリスクを

ほとんど負っていない。

・債権の額面と無関係に金員の授受がなされ

ていた。

・売主は、買戻しを行わざるを得ない立場に

あった。

・債権が回収不能となった場合には代金を減

額されるなど、債権の回収リスクが売主の

信用リスクと同じとなっている。

中小企業の新たな資金調達
話題の

に注目!

これ１冊で安心！


